
本庄市人事行政の運営等の状況を公表します
　人事行政の運営における透明性を高めるため、令和４年度の市職員の採用・退職・給与などの状況について、
次のとおり公表します。 ★行政管理課☎ 25- １１６０
１　職員の任免及び職員数に関する状況
⑴ 採用の状況（令和４年度）

事務職 技術職 
（土木） 保健師 保育士 合計

採用者数 17(８) 人 ２(０) 人 １(０) 人 １(１) 人 2１(９) 人
（注）（　）内は、女性の数で内書きとなっています。
⑵ 再任用職員の状況
　 令和４年度の再任用職員は 14 人（うち女性５人）でした。
⑶退職の状況（令和４年度）

事務職 技術職 合計
定年退職 ４( ０) 人 １( ０) 人 ５( ０) 人
早期退職 ２( ２) 人 ２( １) 人 ４( ３) 人

自己都合退職 ４( １) 人 ３( ３) 人 ７( ４) 人
その他（死亡、免職等） ０( ０) 人 ０( ０) 人 ０( ０) 人

計 １０( ３) 人 ６( ４) 人 16( ７) 人
（注）（　）内は、女性の数で内書きとなっています。

(4) 部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
職員数 対前年

増減数令和３年 令和４年

普
通
会
計

一
般
行
政

議　会 ６人 ６人 ０
総　務 137 人 134 人 ▲３
税　務 46 人 46 人 ０
民　生 110 人 112 人 ２
衛　生 39 人 41 人 ２
労　働 １人 １人 ０

農林水産 18 人 20 人 ２
商　工 10 人 10 人 ０
土　木 72 人 74 人 ２

計 439 人 444 人 ５
教　育 62 人 60 人 ▲２
小　計 501 人 504 人 ３

公
営
企
業
等

会
計

水　道 16 人 16 人 ０
下水道 15 人 15 人 ０
その他 39 人 40 人 １
小　計 70 人 71 人 １

合　計 571 人 575 人 ４

参
　
考

再任用職員
（短時間勤務） ７人 ４人 ▲３

会計年度任用職員
（フルタイム） 79 人 94 人 15

小　計 86 人 98 人 12

(5) 級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）
　①一般職

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
８級 部長・局長 10 人 1.8％
７級 次長・参事・支所長  ６人 1.1％
６級 課長・副参事 48 人 8.4％
５級 課長補佐・主幹 96 人 16.9％
４級 係長・主査 107 人 18.8％
３級 主任・専門員 151 人 26.5％
２級 主事・技師 118 人 20.7％
１級 主事補・技師補 33 人 5.8％

　②技能労務職
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
３級 自動車運転手・技能員・

調理員・専門員

６人 100％
２級 ０人 －％
１級 ０人 －％

　　 １　本庄市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 
３　職員数には再任用職員（短時間勤務）を含みません。

２　職員の給与の状況
⑴人件費の状況（令和４年度普通会計決算）
住民基本
台帳人口

（令和４年度末）
歳出額

Ａ 実質収支 人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
令和３年度
の人件費率

人
77,473

千円
31,405,620

千円
2,489,705

千円
4,379,252

％
13.9

％
13.6

（注）１ 　人件費とは、常勤の職員及び会計年度任用職員（フルタ
イム）に対する給料、職員手当及び共済費、非常勤の職員
及び会計年度任用職員（パートタイム）に対する報酬、社
会保険料等をいいます。

２ 　普通会計とは、一般会計、特別会計等の各会計で経理す
る事業の範囲が各自治体で異なっているため、統一的な基
準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分をい
います。

⑵職員給与費の状況（令和４年度普通会計決算）

職員数
Ａ

給与費 一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉

手当
計
Ｂ

人
504

千円
1,789,555

千円
247,621

千円
702,604

千円
2,739,780

千円
5,436

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
２ 　職員数は令和４年４月１日現在の人数です。なお、再任

用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員は含みません。

⑶平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
（令和４年４月１日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 40.9 歳 309,177 円 352,088 円

(注)    一般行政職とは、国の指定統計調査である地方公務員給与実
態調査等において職種を区分する際に用いられるもので、
企業職、技能労務職、教育職等を除いた職員をいいます。

⑷初任給の状況（令和４年度）
区分 大学卒 短大卒 高校卒

一般行政職 191,700 円 172,600 円 158,900 円
⑸期末手当・勤勉手当の状況（令和４年度）

区分 ６月期 12 月期 計
期末手当 1.20 月分 1.20 月分 2.40 月分
勤勉手当 0.95 月分 1.05 月分 2.00 月分

⑹特別職等の報酬等の状況（令和４年度）
区分 報酬月額等

給
料

市　長 890,000 円
756,000 円
697,000 円

副市長
教育長

報
酬

議　長 425,000 円
374,000 円
353,000 円

副議長
議　員

期
末
手
当

市長・副市長・教育長 4.35 月分　(注) 減額あり

議長・副議長・議員 4.35 月分

（注） 　給料及び期末手当について、次のとおり減額措置を行いました。 
●給料：市長は 10％、副市長及び教育長は５％ 
●期末手当：市長は 20％、副市長及び教育長は 10％

※より詳しい内容は、市 をご覧ください。(注)

(注) 減額あり}

市
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国民年金からのお知らせ
★市民課☎25-１１１４、支所市民福祉課☎72-１３３３

11
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」、

11
月
30
日
は
「
年
金
の
日
」

毎
年
誕
生
月
に
は
、
年
金
加

入
記
録
や
年
金
見
込
額
等

が
記
載
さ
れ
た
ね
ん
き
ん
定
期
便

が
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
日
本
年
金
機
構

内
の
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
は

ご
自
身
の
年
金
情
報
を
確
認
で
き　

ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
将
来
の
生
活
設
計

に
思
い
を
巡
ら
せ
、
ご
自
身
の
年

金
記
録
や
年
金
受
給
見
込
額
を
確

認
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
の
場
合

は
☎
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
４
４

へ
。

受
付
時
間　
毎
週
月
曜
日　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時
、
火
～

金
曜
日　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
、
毎
月
第
２
土
曜

日　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
、
翌

開
所
日
に
午
後
７
時
ま
で
受
付
。

土
（
毎
月
第
２
土
曜
日
を
除
く
）・

日
・
休
日
・
年
末
年
始
は
休
み
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
に

つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
及
び
住
民
税
の
申
告
を

す
る
際
に
全
額
が
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
控
除
の

対
象
と
な
る
の
は
、
今
年
の
１
月

か
ら
12
月
ま
で
に
納
め
た
保
険
料

の
全
額
で
、
過
去
の
年
度
分
や
追

納
分
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
［
以
下
、
控
除

証
明
書
］
の
交
付
時
期
に
つ
い
て

は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
控
除
証
明
書
は
電
子
版

の
交
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。

※
電
子
版
の
交
付
に
は
、
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
の
利
用
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

か
ら
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

○�

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
の
場
合

は
☎
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

へ
。

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時
、
毎
月

第
２
土
曜
日　
午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時

※
土（
毎
月
第
２
土
曜
日
を
除
く
）・

日
・
休
日
・
年
末
年
始
は
休
み
。

○�

熊
谷
年
金
事
務
所 

☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
５
０
１
２

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
休
日
・
年
末
年
始
は

休
み
。

◆控除証明書の交付時期
対象 交付方法 交付時期

①令和５年１月１日から10月２日までに国民年金保険料
を納付した方

書類送付 10月下旬～11月上旬
電子交付 10月中旬～下旬

②令和５年10月３日から12月31日までに国民年金保険料
を納付した方（①の対象者を除く）

書類送付 令和６年２月上旬
電子交付 令和６年１月下旬

　控除証明書は、年末調整や確定申告の際にご利用ください。なお、家族分の国民年金保険料を納付した場
合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

ねんきんネット

日本年金機構

い
い

み
ら
い


